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 第１０６条第１項の規定による組合等に対する必要な措置の命令については、第１０５条の４の規定により報告を徴し、又は第１０５

条第２項若しくは第１０５条の４の規定により検査をした場合において、違反の程度、事業内容の改善のための取組状況、命令を発しな

かったときの影響等を総合的に勘案し、処分を行うか否かを判断するものとする。 
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区分 
１ 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 
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